
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェルネオシュガー株式会社 
 

 
  



 

2026年６月５日 

 

吸収合併に係る事前開示事項 
（会社法第794条第１項及び会社法施行規則第191条に定める書面） 

 

 東京都中央区日本橋小網町１４番１号 

    ウェルネオシュガー株式会社 

    代表取締役社長 山本 貢司 

 

 

 

当社および東洋精糖株式会社（以下「東洋精糖」といいます。）は、2026年10月１日を効力発

生日として、当社を吸収合併存続会社、東洋精糖を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本

合併」といいます。）を行うことといたしました。 

 本合併について、会社法第794条第１項及び会社法施行規則第191条の規定に基づき、下記の

とおり開示いたします。 

 

記 

 

１．合併契約の内容 

 本合併に係る合併契約の内容は、別紙Ⅰのとおりです。 

 

２．本合併の対価及び割当の相当性に関する事項 

 当社は、本合併に際して対価の交付は行わず、また本合併により当社の資本金及び準備

金は増加いたしません。当社は東洋精糖の発行済株式全てを所有しているため、かかる取

扱いが相当であると判断しております。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権者に対して交付する対価の定めの相当性に関する事項 

   東洋精糖は新株予約権を発行しておりません。 

 

４．吸収合併消滅会社に関する事項 

（１）計算書類等の内容 

東洋精糖の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙Ⅱのとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産 

   の状況に重要な影響を与える事象の内容 

東洋精糖において、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

 

５．当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社 

 財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 



 

６．効力発生日後における当社の債務の履行の見込みに関する事項 

 本合併の効力発生時点における当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込

まれます。また、本合併後における当社の収益状況について、債務の履行に支障をきたす

ような事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本合併の効力発生日後にお

ける当社の債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

 

７．本書面の備置開始以降に上記事項に変更が生じた場合は、当該変更後の事項を直ちに本書

面に追加します。 

 

以 上 

 



合 併 契 約 書

 ウェルネオシュガー株式会社（以下「甲」という。）および東洋精糖株式会社（以下「乙」

という。）は、以下のとおり合併契約を締結する。

第１条（合併の方法）

  甲および乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合

併消滅会社とする合併（以下「本合併」という。）を行う。

第２条（商号および住所） 

  吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社の商号および住所は次のとおりである。

（甲）吸収合併存続会社

商号 ウェルネオシュガー株式会社

住所 東京都中央区日本橋小網町 14番 1号

（乙）吸収合併消滅会社

商号 東洋精糖株式会社

住所 東京都中央区日本橋富沢町 12番 20号

第３条（効力発生日）

 本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2026年 10月１日とする。

但し、手続きの進行に応じ必要があるときは、甲および乙が協議のうえ、これを変更す

ることができる。

第４条（本合併に際して交付する金銭等）

 甲は、乙の発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際して、乙の株主に対し、

その有する株式に代わる金銭等を交付しない。

第５条（資本金および準備金の額に関する事項）

 本合併に際して甲の資本金および準備金の額は増加しない。

第６条（合併承認決議）

１ 甲は、効力発生日の前日までに、株主総会において、本契約の承認および本合併に

必要な事項に関する決議を行うことを要する。

２ 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、株主総会の承認を得ることなく本合併

を行う。

第７条（会社財産の引継ぎ）

 甲は、効力発生日において、乙の従業員全員、資産負債ならびにこれらに付随する一

切の権利義務を承継する。

別紙Ⅰ



 

第８条（会社財産の管理等） 

 甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意

義務をもってそれぞれの事業を執行するものとし、その財産および権利義務に重大な影

響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ契約当事者間で協議の上、これを実行する。 

 

第９条（合併条件の変更および本契約の解除） 

 本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、

契約当事者の資産状態もしくは経営状態に重大な変動が生じたとき、または本合併の実

行に重大な支障となる事態が生じたときは、契約当事者間で協議の上、合併の条件その

他本契約の内容を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

第 10条（協議事項） 

 本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲お

よび乙が協議の上、これを決定する。 

 

 本契約締結の証として、本書１通を作成し、各自が記名押印の上、甲が原本を保有し、乙

はその写しを保有する。 

 

2026年５月 22日 

 

 甲  東京都中央区日本橋小網町１４番１号 

       ウェルネオシュガー株式会社 

       代表取締役社長 山本 貢司 

 

 

 乙  東京都中央区日本橋富沢町１２番２０号 

    東洋精糖株式会社 

    代表取締役社長執行役員 三木 智之  



別紙Ⅱ





































第 102 期　事　業　報　告　の　附　属　明　細　書

（会社法第４３５条第２項に基づく明細書）

自　2025 年　４月　１日
至　2026 年　３月３１日

東　洋　精　糖　株　式　会　社



会社役員の他の法人等の業務執行取締役等との重要な兼職の状況の明細

区　　　分 氏        名 兼務する他の会社名 兼 務 の 内 容

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員

三 木 智 之
ト ー ハ ン 株 式 会 社
太 平 洋 製 糖 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長
取 締 役

取 締 役
上 席 執 行 役 員

髙 栁 一 明 太 平 洋 製 糖 株 式 会 社 取 締 役

親会社との間の取引に関する事項

　当社は親会社ウェルネオシュガー株式会社に対して資金の短期貸付を行っており、その期末残高は1,500百万円であり

ます。同貸付については、貸付利率を金融市場・金利実勢に基づいて、決定しております。

　①当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項

　　　完全親会社ウェルネオシュガー株式会社への貸付に当たっては、同社の財務内容、資金繰り状況の検証を踏まえて

　　おり、当社の利益を害するものではないと判断しております。

　②当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役会の判断及びその理由

　　　①に記載の判断及び理由の通りです。

常 勤 監 査 役

ト ー ハ ン 株 式 会 社 監 査 役

取 締 役
専 務 執 行 役 員
(戦略推進部・法務・RM部・
人 事 総 務 部 管 掌 兼 戦 略
推進部長兼人事総務部長)

松 沢 隆

監 査 役 今 井 秀 明

三 代 川 昌 弘
取 締 役
常 務 執 行 役 員
(財務経理部管掌)

ト ー ハ ン 株 式 会 社
太 平 洋 製 糖 株 式 会 社

取 締 役
監 査 役

ウェルネオシュガー株式会社
取 締 役 常 務 執 行 役 員
内 部 監 査 室 担 当

ウェルネオシュガー株式会社

取 締 役 小 西 正 人





























第 102 期　計　算　書　類　の　附　属　明　細　書

（会社法第４３５条第２項に基づく明細書）

自  2025年 4月  1日
至  2026年 3月31日

東　洋　精　糖　株　式　会　社

(注)　記載金額は百万円未満切捨てて表示しています。



1．有形固定資産及び無形固定資産の明細

277

20

882

38

258

-

23

-

1,500

106

-

6

112

（注） 1.

2.

2. 引当金の明細

(単位：百万円）

　　　（注）1．貸  倒  引 当 金 長期に渡り貸倒損失が発生していないため当期から当期貸倒実績率を0％にした。

当期減少額「その他」はその取崩した額であります。

　　　　　　2．賞  与  引 当 金 従業員に対する賞与の支給に充当するため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上しております。

　　　　　　3．退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により翌事業年度から費用処理することとしております。

　　　　　　4．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. 販売費及び一般管理費の明細

　

-20

リ ー ス 資 産 35 - - 35 5

1,755

合 計

合 計

- - 108

1

1

55 2 2

20

雑 費 154

合　　　　　　　　計

図 書 費 0

事 務 消 耗 品 費

試 験 研 究 費 103

支 払 手 数 料 8

団 体 諸 経 費 5

通 信 費 18

通 勤 費 12

交 際 費 12

水 道 光 熱 費 6

旅 費 交 通 費 26

保 険 料 12

租 税 公 課 1

不 動 産 賃 借 料 22

修 繕 費 16

投 資 等 償 却 費 0

無 形 固 定 資 産 償 却 費

リ ー ス 料 0

減 価 償 却 費 26

業 務 委 託 費 46

厚 生 費 7

法 定 福 利 費 75

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額

事 業 税 43

退 職 給 付 費 用 31

15

59賞 与 引 当 金 繰 入 額

給 与 326

販 売 諸 掛

賞 与 61

広 告 宣 伝 費 9

(単位：百万円）

役 員 報 酬 61

579

30

科　　  目 金  　額

退 職 給 付 引 当 金 316

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 32 14 16 -

13 - 322

賞 与 引 当 金 75 92 75 - 92

貸 倒 引 当 金 8 - - 8 -

目的使用 その他
               期末残高区　　　　　分 期首残高 当期増加額

当期減少額

有形固定資産の増加額の主なものは、建設仮勘定428百万円（新工場設備等）の取得によるものであります。

無形固定資産の増加額の主なものは、ソフトウエア仮勘定の取得55百万円(販売システム)の取得によるものであります。

120 173 60

9 - - 1 39

無
形
固
定
資
産

ソ フ ト ウ エ ア

561,806 441 8 2,239

0

738

1

- 94 -

428

12

27

車 両 運 搬 具 44 0 - 44 5 5

機 械 及 び 装 置 974 8 2 980 23 97

286 14

428

30 - - 30 1 9

7 61建 物 338 1 0 339

工 具 、 器 具 及 び 備 品 288 3 6

構 築 物

償 却 額 帳 簿 価 額

区
資　産　の　種　類

期 首 当 期 当 期 期 末
分

建 設 仮 勘 定

108

94土 地 94 -

（単位：百万円）

期末減価償却累計額 当 期 差 引 期 末
残 高残 高 増 加 額 減 少 額 又 は 償 却 累 計 額

- 428 - -

有
形
固
定
資
産

そ の 他

55ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 2 55 2 55 -
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